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12 月定例会は、12 月 5 日から 19 日までの 15 日間の会期で開催され、町長から提案された議案や９月定例
会で継続審査となっていた議案など 22 議案を審議しました。



平成25年１月31日発行　鞍手町議会だより　No.97 ②

■会計別の決算状況

会　　計　　名 歳　入
（財源）

歳　出
（使いみち）

歳出の前年度
との比較（％）

一　　般　　会　　計 67億7,412 万円 66 億 5,687 万円 97.7％

特 

別 

会 

計

国民健康保険事業 19億6,661 万円 20 億 9,110 万円 102.6％
かんがい施設維持管理運営費 6,118 万円 6,117 万円 74.8％
後期高齢者医療 ２億 723 万円 ２億 659 万円 102.1％
住宅新築資金等 81 万円 78 万円 24.6％
流域関連公共下水道事業 ６億5,115 万円 ６億4,748 万円 93.8％
谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費 613 万円 613 万円 84.0％

水 道 事 業 会 計
収益的収支 ２億8,634 万円 ２億7,415 万円 97.5％
資本的収支 8億 377 万円 8億9,772 万円 482.1％

病 院 事 業 会 計
収益的収支 27 億 8,940 万円 26億2,297 万円 100.9％
資本的収支 １億6,309 万円 2億5,773 万円 134.4％

介護老人保健施設事業会計
収益的収支 ３億5,658 万円 ３億3,195 万円 101.9％
資本的収支 20 万円 2,135 万円 95.7％

平成23年度決算を認定
９月定例会で継続審査としていた各会計の決算を審議の結果、一般会計、国民健康保険事業特別会計、
住宅新築資金等特別会計を賛成 11・反対 1 で、その他の会計を全員賛成で認定しました。

　

平
成
23
年
度
は
、
日
本
政
府
が
円
高
・
デ
フ
レ
に
対
す
る
緊
急

総
合
経
済
対
策
と
し
て
「
き
め
細
か
な
交
付
金
」
と
「
住
民
生
活

に
光
を
そ
そ
ぐ
交
付
金
」
か
ら
な
る
「
地
域
活
性
化
交
付
金
事
業
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
本
町
も
、
こ
の
交
付
金
を
活
用
し
た
事
業
等

を
重
点
と
し
た
予
算
編
成
と
な
り
ま
し
た
。

　
歳
入
面
で
は
、
景
気
低
迷
に
よ
る
税
収
の
落
ち
込
み
等
に
よ
り
、

普
通
交
付
税
の
追
加
交
付
等
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
昨
年
度
よ
り
増

額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

歳
出
面
で
は
、
財
政
体
質
を
健
全
化
し
つ
つ
、
創
造
性
・
自
立

性
を
高
め
、
限
ら
れ
た
財
源
の
適
正
配
分
と
経
費
支
出
の
効
率
化

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

◉
一
般
会
計
決
算　
66
億
５
６
８
７
万
円

前
年
比 

１
億
６
０
１
４
万
円
の
減
少改修工事が完了したテニスコート

（きめ細かな交付金を活用）

地域活性化交付金事業など



　

平
成
23
年
度
決
算
の
歳
入

を
見
る
と
、
主
な
財
源
は
町

税
や
地
方
交
付
税
、
国
・
県

支
出
金
、
町
債
な
ど
で
、
地

方
交
付
税
、
国
・
県
支
出
金

は
全
体
の
約
50
％
を
占
め
、

国
・
県
へ
の
依
存
が
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

予
算
が
流
動
的
・
他
動
的
と

な
っ
て
お
り
、
今
後
も
補
正

を
行
う
こ
と
は
最
小
限
に
と

ど
め
る
よ
う
期
待
し
ま
す
。

　

歳
出
で
は
、
主
な
事
業
と

し
て
地
域
活
性
化
・
き
め
細

か
な
交
付
金
事
業
、
公
立
学

校
耐
震
補
強
工
事
、
子
ど
も

手
当
に
係
る
事
業
等
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
当
初
と
最
終
の

予
算
に
大
き
な
差
が
あ
る
款

が
あ
り
ま
す
が
、
予
算
の
執

行
状
況
及
び
事
務
事
業
の
実

施
状
況
か
ら
や
む
を
得
な
い

も
の
が
あ
り
、
妥
当
な
予
算

編
成
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
町
税
に
つ
い
て

は
、
歳
入
の
根
幹
を
な
す
も

の
で
あ
り
、
税
負
担
の
公
平

性
の
原
則
の
上
か
ら
も
収
入

未
済
額
の
解
消
を
図
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
は
、
１
億
２
４
４
９
万

円
の
赤
字
と
な
っ
て
お
り
、

今
後
も
医
療
費
抑
制
に
あ

た
っ
て
創
意
工
夫
を
し
、
保

険
事
業
の
安
定
に
努
力
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

か
ん
が
い
施
設
維
持
管

理
運
営
費
特
別
会
計
の
歳

入
は
、
財
産
収
入
お
よ
び
繰

入
金
の
減
少
に
よ
り
２
０
６

２
万
円
、歳
出
も
事
業
費
の

減
少
に
よ
り
同
額
が
減
少
し

て
い
ま
す
。
今
後
も
適
正
に

運
用
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま

す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
は
、
64
万
円
の
黒
字
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
適

正
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
要
望

し
ま
す
。

　

谷
山
池
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
水

利
施
設
維
持
管
理
運
営
費
特

別
会
計
は
、
実
質
収
支
５
千

円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
ま

す
。
今
後
も
適
正
に
運
用
さ

れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

　

水
道
事
業
会
計
は
、
昨
年

に
引
き
続
き
５
１
２
万
円
の

純
利
益
を
あ
げ
、
健
全
な
運

営
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
今

後
は
、
経
費
の
節
減
と
収
益

の
確
保
に
努
力
さ
れ
、
町
民

生
活
の
向
上
と
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し

ま
す
。

　

病
院
事
業
会
計
は
、１
億

６
０
６
０
万
円
の
純
利
益
を

あ
げ
、収
益
の
増
加
、費
用
の

削
減
に
努
め
ら
れ
た
こ
と
を

評
価
し
ま
す
。
今
後
も
地
域

医
療
の
担
い
手
と
し
て
、
町

民
の
期
待
に
応
え
つ
つ
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
経
営

の
健
全
化
に
努
力
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
ま
す
。

　

介
護
老
人
保
健
施
設
事
業

会
計
は
、
昨
年
に
続
き
２
４

６
２
万
円
の
純
利
益
を
あ
げ

て
い
ま
す
。
今
後
も
安
定
的

な
経
営
を
持
続
し
つ
つ
、
安

全
で
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提

供
に
向
け
、
さ
ら
な
る
健
全

経
営
に
努
め
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

収入未済額 ２億 587万円 １億4,252万円 １億3,186 万円
不納欠損額 1,846万円 5,304万円 1,759 万円

合　計 ２億2,433万円 １億9,556万円 １億4,945 万円

平成21年度 平成22年度 平成23年度
町営住宅家賃 1,252 万円 1,416 万円 1,450 万円
保　 育　 料 436 万円 452 万円 517 万円
国　 保　 税 １億3,936 万円 １億1,048 万円 9,984 万円
住宅新築資金貸付金 2,888 万円 2,861 万円 2,812 万円

■その他の未納額

平成21年度 平成22年度 平成23年度
町　民　税 8,217万円 5,987万円 5,467 万円
固定資産税 9,962万円 5,779万円 5,136 万円
軽自動車税 707万円 606万円 616 万円

合　計 １億8,886万円 １億2,372万円 １億1,219 万円

■税目別の滞納額

■収入未済額と不納欠損額
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そ
の
他
の
会
計

一 

般 

会 

計

約１億1,200万円町税滞納額

23 年度決算を見る
～ 監査報告書から ～

▶不納欠損（ふのうけっそん）
　地方税法等の規定により、滞納分を徴収できなくなったとして消滅させること。



平 成 ２ 3 年 度

一　般　会　計
（財源）歳入

67億7,412万円

歳入決算額
67億7,412 万円

（100％）

町税
17億1,755 万円

（25.4％）

諸収入
2億7,039 万円

（4.0％）

使用料及び手数料
1億6,533 万円

（2.4％）

自主財源
町が自主的に
　集めることが
　　できるお金

国や県から交付
されるお金
や借金

依存財源

23億
2,957 万円
（34.4％）

44億
4,455 万円
（65.6％）

地方交付税
25億1,590 万円

（37.1％）

町債
6億8,005 万円
（10.0％）

　国庫支出金
5億　671 万円
（7.5％）

県支出金
4億2,926 万円

（6.3％）

■町税の内訳
税　目 収　入　額 割合（％）

町　民　税 6億9,643 万円 40.6％

固定資産税 8億3,513 万円 48.6％

軽自動車税 3,814 万円 2.2％

町たばこ税 1億4,785 万円 8.6％

合　計 17億1,755 万円 100％

25億1,590 万円

■地方交付税の推移

平成23年度

平成21年度

平成22年度

0　　　　　10億　　　　20億

22億2,325万円

24億1,940万円
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・分担金及び負担金
8,675 万円（1.3％）

・繰越金　　8,118 万円（1.2％）
・財産収入　　 88 万円（0.0％）
・繰入金　　　242 万円（0.0％）
・寄附金　　　509 万円（0.1％）○児童福祉費負担金　3,033 万円

○障害者自立支援給付費負担金
7,437 万円

○緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金
　　　　　　　　　　3,475 万円
○重度障害者医療費補助金

2,011 万円
○国民健康保険基盤安定負担金

4,743 万円
○後期高齢者医療保険基盤安定負担金

3,723 万円

○児童保護費負担金　6,066 万円
○障害者自立支援給付費負担金

1 億 4,891 万円
○子ども手当負担金

2 億　749 万円
○国民健康保険基盤安定負担金

755 万円

・地方消費税交付金
1 億 5,525 万円（2.3％）

・地方譲与税
・地方特例交付金
・

2,652 万円（0.4％）
・

2,007 万円（0.3％）

・利子割交付金　455 万円（0.1％）
・交通安全対策特別交付金

・配当割交付金　285 万円
・株式等譲渡所得割交付金

※数字は四捨五入しているため、必ずしも合計と一致するとは限りません。

7,381 万円（1.1％）
2,550 万円（0.4％）

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

337 万円（0.0％）
（0.0％）

70 万円（0.0％）



平 成 ２ 3 年 度

一　般　会　計歳出（使いみち）

66億5,687万円

総務費
13億6,111 万円

（20.4％）

議会費
1 億 1,256 万円

（1.7％）

民生費
21億3,261 万円

（32.0％）

衛生費
8億8,991 万円

（13.4％）

土木費
4億5,591 万円

（6.8％）

教育費
4億6,876 万円

（7.0％）

公債費
7億2,298 万円

（10.9％）

消防費
3億3,242 万円

（5.0％） 歳出決算額
66億5,687 万円

（100％）
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商工費
4,469 万円
（0.7％）

農林水産業費
8,609 万円
（1.3％）

労働費
4,982 万円
（0.7％）

○山田川水利組合負担金
700 万円

○道路橋梁費　　  4,702 万円
○町営住宅管理費  2,088 万円
○大谷自然公園指定管理料

652 万円
○流域関連公共下水道事業
　繰出金　　  2 億 5,493 万円

○商工会補助金　　　325 万円
○元気まつり補助金　231 万円
○すまいるバス　　       719 万円
　補助金
○西川線、中山・中間線路線バス
　運行負担金　　　1,417 万円

○農地・水・環境保全向上活動
　支援事業　　　　　266 万円
○水田農業担い手機械導入支援
　事業補助金　　　1,413 万円
○計画転作互助方式推進事業
　補助金　　　　　1,567 万円

○病院群輪番制病院事業　　　　　 471 万円
○各種予防接種に関わる経費　　 3,828 万円
○葬斎場運営に関わる経費　　　 3,014 万円
○健康増進事業　　　　　　　　 1,980 万円
○母子保健対策事業　　　　　　 1,565 万円
○し尿処理に関わる経費　　　　   9,291 万円
○じん芥処理に関わる経費　3 億 1,445 万円
○小型浄化槽整備補助金　　　　　 588 万円

○後期高齢者医療給付負担金
2 億 2,687 万円

○介護保険広域連合負担金
2 億 5,366 万円

○障害者自立支援事業
3 億　  440 万円

○私立保育所運営費負担金
1 億 7,795 万円

○子ども手当 2 億 7,094 万円
○総合福祉センター指定管理料

7,411 万円
○重度心身障害者医療対策事業

5,414 万円
○国民健康保険基盤安定負担金

7,367 万円

○鞍手駅関連施設管理委託料　　　602 万円
○交通安全施設整備費　　　　　　400 万円
○外国人住民基本台帳システム　1,699 万円
○県知事・県議会議員選挙　　　　463 万円
○町議会議員選挙　　　　　　　　706 万円

○直鞍広域消防負担金
2 億 8,908 万円

○防火水槽新設工事    462 万円
○避 難 活 動   　　   399 万円
　コミュニティ
　育成強化事業

○外国青年（ALT）招致事業
546 万円

○町立学校耐震補強関係経費
6,300 万円

○町立テニスコート改修工事
1,542 万円

○中央公民館ロビー改修工事
497 万円

○議員報酬　　　  3,911 万円
○政務調査費　　　  116 万円
○会議録速記料　　  275 万円

総合福祉センター建設等の
借入金など

○九州労働金庫預託金
1,000 万円

○緊急雇用創出事業臨時特例基金事業委託料
2,071 万円
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◉
一
般
会
計  

３
８
６
９
万
円
を
追
加

障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
及
び

退
職
手
当
債
等
を
追
加

障がい者を対象にしたサービス

　

歳
入
で
は
、
障
が
い
者
に
対
す
る
国
・
県

か
ら
の
支
援
給
付
費
や
退
職
手
当
に
充
て
る

た
め
の
借
入
金
に
伴
う
補
正
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

歳
出
で
は
、
退
職
手
当
や
病
院
事
業
会
計

へ
の
繰
出
金
な
ど
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
結
果
、
３
８
６
９
万
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
66
億
４
１
７
４
万
円
と
し
て
い

ま
す
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

一般会計補正予算のうち主なもの
歳入（収入）
　○国庫支出金追加　　　　　　　　881 万円
　○県支出金追加　　　　　　　　　 331 万円
　○財産収入追加　　　　　　　　   1,019 万円
　○諸収入追加　　　　　　　　　  2,489 万円
　○町債減額　　　　　　　　　 　    800 万円

歳出（支出）
　○退職手当追加　　　　　　　　  7,663 万円
　○財政調整基金積立金減額　　　  8,701 万円
　○病院事業繰出金追加　　　１億 2,723 万円
　○西川改修事業減額　　　　　　  4,423 万円

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

○
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

○
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

○
病
院
事
業
会
計

○
介
護
老
人
保
健
施
設
事
業
会
計

そ
の
他
の
予
算

介護給付 訓練等給付

地域生活支援事業

居宅介護（ホームヘルプ）

ヘルパーが家に来て、身の回
りの手伝いをしてくれます。

※一例

平成２４年度補正予算 １２月定例会

自立訓練（機能訓練）

体に障がいのある人が、うま
く動けるように訓練します。

※一例

町ではこんなサービスも行っています

　 ヘルパーが、外出する手伝いをします。移動支援

　 困ったことがあるときや、新しくサービ
スを利用したいときに、相談に乗ります。

相談支援
（広域）

　 障がいがある人に、日中活動の支援をし
ます。

地 域 活 動 支
援センター
（広域）

12 月定例会は、柴田町長が開会初日に急逝されたことから、提出された
議案等の提案説明や答弁を町長に代わり副町長が行いました。



（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

平
成
24
年
11
月
16
日
に
衆

議
院
が
解
散
し
、
12
月
16
日

に
衆
議
院
総
選
挙
及
び
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
が

実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
費
用
の
た
め
専
決
処
分
し

た
も
の
で
す
。
８
６
８
万
円

を
増
額
し
、
予
算
総
額
を

66
億
３
０
４
万
円
と
し
ま
し

た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

道
路
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
町
道
の
管
理
者
で
あ
る

町
が
町
道
の
道
路
構
造
の
技

術
的
基
準
及
び
道
路
標
識
の

寸
法
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

に
関
し
、
条
例
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移

動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
特
定
公
園
施
設
の
設
置

基
準
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

に
関
し
、
条
例
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

下
水
道
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
公
共
下
水
道
の
構
造

の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
に
関
し
、
条
例

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
水
道
事
業
布
設
工
事
監

督
者
の
配
置
基
準
及
び
資
格

基
準
並
び
に
水
道
技
術
管
理

者
の
資
格
基
準
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
に
関
し
、
条
例
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

都
市
公
園
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
都
市
公
園
の
設
置

に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
項
に
関
し
、
条
例

の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

福
岡
県
市
町
村
災
害
共
済

基
金
組
合
は
、
県
内
の
市
町

村
の
災
害
に
関
す
る
費
用
を

互
助
共
済
方
式
に
よ
っ
て
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
設

立
さ
れ
ま
し
た
が
、
災
害
復

旧
に
係
る
国
の
財
政
支
援
が

充
実
さ
れ
設
立
初
期
の
目
的

が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
、
本

年
度
末
で
解
散
す
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。

　

解
散
す
る
に
当
た
り
、
県

内
構
成
市
町
村
議
会
の
承
認

が
必
要
と
な
り
、
解
散
後
の

事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
規

約
の
変
更
、
組
合
解
散
及
び

財
産
処
分
に
関
す
る
議
案
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
住
民
の
保
健

医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の

増
進
を
包
括
的
に
支
援
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平

成
18
年
度
か
ら
、
福
岡
県
介

護
保
険
広
域
連
合
で
は
支

部
を
単
位
と
し
て
設
置
・
運

営
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
平
成
24
年
度
の

介
護
保
険
制
度
改
正
で
、
地

域
に
お
け
る
介
護
・
予
防
・

生
活
支
援
・
医
療
・
住
ま
い

の
一
体
的
提
供
を
目
的
と

し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
推
進
が
盛
り
込
ま

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
市
町

村
が
実
施
し
て
い
る
介
護

予
防
事
業
や
様
々
な
高
齢

者
施
策
と
の
連
携
を
よ
り

緊
密
に
行
う
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
よ
り
効

果
的
な
シ
ス
テ
ム
構
築
と

推
進
を
可
能
と
す
る
た
め
、

広
域
連
合
で
は
、
今
後
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

市
町
村
単
位
で
設
置
・
運
営

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
設
置
の

体
制
が
整
っ
た
支
部
か
ら

順
次
移
行
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
鞍
手
支
部
は
、
１
市
２
町

（
宮
若
市
・
鞍
手
町
・
小
竹

町
）
で
協
議
の
結
果
、
平
成

25
年
度
か
ら
移
行
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
本

町
で
は
、
福
祉
人
権
課
の
所

掌
事
務
に
組
み
入
れ
、
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置

す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、
移
行
後
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
市
町

村
が
運
営
主
体
と
な
り
ま

す
が
、
広
域
連
合
か
ら
運
営

費
が
各
市
町
村
に
配
分
さ

れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
財
源

と
し
て
運
営
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
の
皆
様
に

は
、
町
広
報
紙
等
に
よ
り
お

知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。
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衆
議
院
選
挙
に
伴
い
、

一
般
会
計
予
算
を
補

正道
路
法
の
一
部
改
正

の
た
め

▼
道
路
構
造
の
基
準
に

関
す
る
条
例
を
制
定

▼
道
路
標
識
の
寸
法
に

関
す
る
条
例
を
制
定

高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
の
た

め
▼
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化

の
た
め
に
必
要
な
特

定
公
園
施
設
の
設
置

の
基
準
に
関
す
る
条

例
を
制
定

専
決
処
分
の
承
認

条
例
の
制
定
・
改
正

下
水
道
法
の
一
部
改

正
の
た
め

▼
公
共
下
水
道
の
構
造

の
技
術
上
の
基
準
に

関
す
る
条
例
を
制
定

水
道
法
の
一
部
改
正

の
た
め

▼
水
道
事
業
布
設
工
事

監
督
者
の
配
置
基
準

及
び
資
格
基
準
並
び

に
水
道
技
術
管
理
者

の
資
格
基
準
に
関
す

る
条
例
を
制
定

都
市
公
園
法
の
一
部

改
正
の
た
め

▼
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正

そ
の
他
の
議
案

～
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
市
町
村
へ
の
移
行
に
つ
い
て
～

行　
政　
報　
告

福
岡
県
市
町
村
災
害

共
済
基
金
組
合
の
解

散
▼
規
約
の
変
更

▼
組
合
の
解
散

▼
財
産
処
分



問　

こ
の
条
例
で
、
道
路
構

造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
町

道
認
定
や
中
学
校
の
統
廃
合

に
伴
う
通
学
路
の
改
築
な
ど

の
対
処
は
。

副
町
長　

１
点
目
の
町
道
認

定
で
す
が
、
従
前
ど
お
り
５

戸
以
上
の
建
ち
並
び
、
通
り

抜
け
と
い
う
前
提
で
認
定
は

可
能
で
す
。
た
だ
道
路
整
備

を
前
提
と
し
た
場
合
は
、
こ

の
基
準
が
生
き
て
来
る
の
で

す
が
、
現
実
に
２
点
目
で
言

わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
こ

の
構
造
基
準
に
ど
う
し
て
も

合
致
し
な
い
部
分
は
当
然
あ

り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
こ
の

基
準
に
従
っ
て
、
整
備
す
る

こ
と
が
基
本
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

　

今
回
通
学
路
等
に
つ
い
て

は
、
部
分
改
修
と
い
う
の
を

考
え
て
い
ま
す
。

　

歩
道
、
自
転
車
道
と
い
っ

た
も
の
は
部
分
改
修
で
対
応

し
て
行
く
よ
う
に
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
路
線
と
し
て
全

面
的
に
基
準
に
基
づ
い
て
改

修
す
る
こ
と
は
現
実
の
と
こ

ろ
非
常
に
厳
し
い
で
す
。

　

た
だ
新
設
道
路
は
、
こ
う

い
っ
た
基
準
に
基
づ
い
て
整

備
し
て
行
く
と
い
う
の
が
基

本
に
な
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

問　

該
当
す
る
施
設
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
設
置

の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
の

か
。

副
町
長　

特
定
公
園
施
設
と

い
う
の
が
、
休
憩
所
、
駐
車

場
、
便
所
、
炊
飯
場
を
指
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
施
設
が
大
谷
と
鞍
手

公
園
に
あ
り
ま
す
。　

　

こ
れ
を
改
修
す
る
場
合

に
、
基
準
に
基
づ
い
て
整
備

し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
条

例
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

問　

財
産
管
理
費
の
工
事

費
、
用
地
費
の
内
訳
は
。

総
務
課
長　

公
有
財
産
購
入

費
で
、
用
地
費
で
１
６
２
５

万
９
千
円
計
上
し
て
い
ま
す

が
、
現
在
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル

が
所
有
す
る
土
地
６
筆
は
、

歳
出
で
は
用
地
費
で
、
歳
入

で
は
普
通
財
産
鉱
害
賠
償
登

録
金
と
し
て
同
額
を
計
上
し

て
い
ま
す
。

　

三
菱
と
の
基
本
契
約
に
定

め
ら
れ
た
手
続
き
に
よ
り
、

実
際
に
金
銭
の
授
受
は
行
わ

ず
、
双
方
請
求
書
を
発
行
し

領
収
書
を
交
わ
し
て
相
殺
さ

れ
る
形
で
、
三
菱
か
ら
町
へ

土
地
が
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

問　

衛
生
費
の
予
防
接
種
業

務
委
託
料
８
８
５
万
４
千
円

の
中
身
は
。

保
険
健
康
課
長　

当
初
予
防

接
種
業
務
委
託
料
に
延
べ

５
８
２
１
人
を
見
込
ん
で
い

ま
し
た
が
、
９
月
か
ら
不
活

化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
、
11
月

か
ら
４
種
混
合
が
始
ま
り
ま

し
た
の
で
、
そ
の
予
防
接
種

の
人
数
の
増
加
が
９
６
７
人

見
込
み
、
今
回
上
げ
て
い
ま

す
。

　
尚
、
ポ
リ
オ
に
つ
い
て
は
、

本
年
９
月
１
日
か
ら
生
ワ
ク

チ
ン
か
ら
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ

ク
チ
ン
に
切
り
替
わ
り
、
こ

れ
に
よ
り
接
種
方
法
も
、
集

団
接
種
か
ら
個
別
接
種
に
変

更
さ
れ
ま
し
た
。

　

集
団
接
種
の
場
合
は
生
ワ

ク
チ
ン
の
購
入
代
で
済
ん
だ

の
で
す
が
、
個
別
接
種
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
６
歳

未
満
は
９
３
２
３
円
、
６
歳

以
上
は
８
６
０
３
円
と
い
う

予
防
接
種
業
務
委
託
料
が
必

要
に
な
り
ま
し
た
。

問　

土
木
費
の
西
川
改
修
事

業
４
４
２
３
万
円
減
の
理
由

は
。

企
画
財
政
課
長　

本
年
度
過

疎
対
策
事
業
債
で
約
４
億
円

の
事
業
費
と
し
て
一
次
要
望

を
し
ま
し
た
。

　

７
月
下
旬
に
国
よ
り
、
一

次
要
望
か
ら
21
・
６
％
を
減

額
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
、

そ
の
段
階
で
未
着
手
の
事
業

と
し
て
、
た
ぶ
木の
き

橋
の
架
け

替
え
事
業
の
県
へ
の
負
担
金

を
減
額
し
ま
し
た
。

副
町
長　

西
川
改
修
の
た
ぶ

木
橋
で
す
が
、
今
年
度
に
事

業
着
手
と
い
う
予
定
で
予
算

計
上
し
て
い
ま
し
た
が
、
五

差
路
下
流
の
堤
体
崩
壊
に
よ

る
改
修
工
事
を
西
川
改
修
の

全
体
事
業
の
中
に
組
み
込
ん

で
整
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
れ
で
国
へ
の
申
請
等
に

時
間
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
年
度
に
着
手
で
き

る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
今

回
、
減
額
補
正
し
ま
し
た
。　
　

　

新
年
度
に
改
め
て
予
算
計

上
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

質疑・答弁から
～町長から提出された議案についての疑問点を質問～
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道
路
構
造
の
基
準
に
関
す
る

条
例

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
た
め
に
必
要

な
特
定
公
園
施
設
の
設
置
の

基
準
に
関
す
る
条
例

一
般
会
計
補
正
予
算

平成 25 年度に改修予定のたぶ木橋



　
（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の

規
定
に
基
づ
き
、
病
院
事
業

及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
事

業
の
職
員
を
地
方
独
立
行
政

法
人
く
ら
て
病
院
に
引
継
ぐ

こ
と
に
関
し
、
必
要
な
事
項

が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

く
ら
て
病
院
が
保
有
す
る

財
産
を
譲
渡
ま
た
は
担
保
に

供
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

設
立
団
体
の
長
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要

な
事
項
に
関
し
、
条
例
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

く
ら
て
病
院
の
設
置
に
伴

い
、
病
院
事
業
及
び
介
護
老

人
保
健
施
設
事
業
に
関
す
る

こ
と
の
削
除
及
び
地
方
独
立

行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
の

追
加
な
ど
の
整
理
を
要
す
る

条
例
が
一
括
し
て
改
正
さ
れ

ま
し
た
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

く
ら
て
病
院
の
設
立
に
伴

い
、
病
院
事
業
の
設
置
に
関

す
る
条
例
外
２
件
が
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。（

全
員
賛
成
で
可
決
）

　

介
護
老
人
保
健
施
設
事
業

の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
外

２
件
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の

規
定
に
基
づ
き
、
く
ら
て
病

院
に
承
継
さ
せ
る
権
利
に
係

る
公
有
財
産
、
物
品
、
債
権

な
ど
を
定
め
た
も
の
で
す
。

（
賛
成
11
・
反
対
１
で
可
決
）

　

中
期
目
標
は
設
立
団
体
の

長
か
ら
法
人
に
対
し
、
法
人

が
達
す
べ
き
業
務
運
営
に
関

す
る
目
標
を
定
め
、
法
人
に

指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
中

期
目
標
に
基
づ
い
て
法
人
が

中
期
計
画
を
作
成
し
、
計
画

的
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

目
標
の
期
間
は
、
平
成
25

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
29
年

３
月
31
日
の
４
年
間
で
、
内

容
は
救
急
医
療
体
制
の
充

実
、
予
防
医
療
の
取
り
組
み
、

利
用
者
中
心
の
医
療
・
介
護

の
実
践
、
利
用
者
の
満
足
度

の
向
上
、
質
の
高
い
医
療
の

提
供
、
業
務
運
営
の
改
善
及

び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
等

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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地
方
独
立
行
政
法
人

く
ら
て
病
院
、
中
期
目

標
に
つ
い
て
当
初
の
中

期
目
標
と
し
て
は
、
小

児
科
の
設
置
に
関
し
消

極
的
な
内
容
で
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

不
足
す
る
医
療
機
能

を
補
完
す
る
こ
と
は
、

地
域
住
民
に
と
っ
て
好

ま
し
い
こ
と
と
思
い
ま

す
が
、
若
い
世
代
が
鞍

手
町
を
居
住
地
と
し
て

選
択
す
る
、
そ
の
大
き

な
ウ
エ
イ
ト
を
持
つ
小

児
科
の
新
設
に
つ
い
て

積
極
的
な
対
応
、
態
度

が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
こ

と
か
ら
反
対
い
た
し
ま

す
。

論

く
ら
て
病
院
へ
の
職

員
の
引
継
ぎ
に
関
す

る
条
例

町
立
病
院
及
び
介
護

老
人
保
健
施
設
の
地

方
独
立
行
政
法
人
化

に
伴
う
関
係
条
例
の

整
理
に
関
す
る
条
例

病
院
事
業
の
設
置
に

関
す
る
条
例
等
を
廃

止
す
る
条
例

地
方
独
立
行
政
法
人

く
ら
て
病
院
に
承
継

さ
せ
る
権
利

地
方
独
立
行
政
法
人

く
ら
て
病
院
中
期
目

標

町立病院が地方独立行政法
人くらて病院に変わります

地
方
独
立
行
政
法
人

と
は

　

公
共
上
の
見
地
か
ら

そ
の
地
域
に
お
い
て
確

実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
っ
て
、
地

方
公
共
団
体
が
自
ら
主

体
と
な
っ
て
直
接
に
実

施
す
る
必
要
の
な
い
事

務
・
事
業
の
う
ち
、
民

間
に
委
ね
た
場
合
に
は

必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な

い
恐
れ
が
あ
る
も
の
を

効
率
的
・
効
果
的
に
行

う
た
め
に
地
方
公
共
団

体
が
設
立
す
る
法
人
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

鞍
手
町
が
、
１
０

０
％
出
資
し
て
設
立
す

る
独
立
し
た
法
人
で
す
。

く
ら
て
病
院
の
重
要

な
財
産
に
関
す
る
条

例
を
制
定

介
護
老
人
保
健
施
設

事
業
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
等
を
廃
止

す
る
条
例

４
月
１
日
に
町
立
病
院
か
ら
「
地
方
独
立
行

政
法
人
く
ら
て
病
院
」
に
移
行
す
る
こ
と
に

伴
い
条
例
の
制
定
や
廃
止
な
ど
７
議
案
が

提
案
さ
れ
、
す
べ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

（
田
中　
二
三
輝
）



平成25年１月31日発行　鞍手町議会だより　No.97 ⑩

問　

独
立
行
政
法
人
法
で

は
、
独
立
行
政
法
人
に
移
行

と
同
時
に
職
員
の
身
分
等
が

全
部
移
行
す
る
と
な
っ
て
い

る
が
、
地
方
公
務
員
法
で
、

職
員
本
人
の
意
に
反
し
て
降

任
、
ま
た
は
免
職
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
と
記
し
て
い
る
。

ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
の

か
。

総
務
課
長　

地
方
公
務
員
法

の
中
で
職
員
が
む
や
み
に
免

職
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

各
職
員
に
は
病
院
の
方
で

個
別
に
面
談
し
、
意
思
、
意

向
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

　

職
務
の
変
更
の
希
望
を
出

さ
れ
た
職
員
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、
変
更
の
方
向
性
で
予

定
し
て
い
ま
す
。

問　

病
院
の
職
員
組
合
と
の

協
議
は
。

総
務
課
長　

23
年
11
月
に
検

討
委
員
会
の
結
果
を
文
書
で

回
覧
し
て
い
ま
す
。

　

24
年
１
月
に
は
、
法
人

移
行
の
説
明
会
を
実
施
し
、　

給
与
制
度
等
の
概
要
を
説
明

し
て
い
ま
す
。

　

７
月
に
は
町
長
よ
り
、
町

立
病
院
の
院
長
へ
地
方
独
立

行
政
法
人
に
移
行
に
伴
う
職

員
の
身
分
、
継
承
に
係
る
意

思
確
認
依
頼
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

８
月
に
医
師
を
除
く
全
職

員
に
面
談
を
実
施
し
、
職
員

毎
に
給
料
等
を
は
じ
め
処
遇

に
関
す
る
説
明
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

意
思
確
認
の
結
果
、
２
名

に
つ
い
て
は
役
場
の
方
へ
異

動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
考

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
職
員
組
合
か
ら
町
立

病
院
及
び
介
護
老
人
保
健
施

設
の
経
営
形
態
見
直
し
に
伴

う
要
求
書
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
協
議
し
、

３
月
９
日
に
確
認
書
を
締
結

し
て
い
ま
す
。

問　

病
院
事
業
、
介
護
老
人

保
健
施
設
事
業
に
関
す
る
条

例
は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
な

る
の
か
。

総
務
課
長　

法
人
移
行
に
伴

い
、
規
則
、
要
綱
、
規
定
等

も
合
わ
せ
て
３
月
31
日
を

も
っ
て
廃
止
し
ま
す
。

問　

現
在
あ
る
建
物
、
土
地

を
法
人
に
移
行
し
て
し
ま
う

と
、
法
人
の
意
思
で
売
却
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

総
務
課
長　

７
０
０
万
円
以

上
の
不
動
産
、
土
地
に
つ
い

て
は
１
件
５
千
㎡
以
上
の
も

の
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を

聞
き
、
委
員
会
の
意
見
を
踏

ま
え
て
議
会
の
議
決
を
頂
く

事
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
全
て
整
っ
て
町
長

の
認
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問　

承
継
さ
れ
る
財
産
が
ど

う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
報

告
は
あ
る
の
か
。

町
立
病
院
事
務
局
長　

報
告

義
務
の
あ
る
財
務
諸
表
を
毎

年
提
出
し
ま
す
。

　

こ
の
中
に
、
貸
借
対
照
表

に
替
わ
る
物
が
報
告
事
項
と

し
て
上
が
っ
て
来
ま
す
の

で
、
財
産
の
動
き
が
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。

問　

負
債
も
財
産
で
あ
る

が
、
議
案
に
の
っ
て
い
な
い

の
は
な
ぜ
か
。

総
務
課
長　

負
債
に
つ
い
て

も
承
継
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
の
議
案
と
し
て
上

げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
地

方
自
治
法
の
第
２
３
７
条　

第
１
項
に
規
定
す
る
財
産
に

限
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
中
に
は
負
債
が

地
方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て

病
院
に
承
継
さ
せ
る
権
利

地
方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て

病
院
の
重
要
な
財
産
に
関
す

る
条
例

連 合 審 査 会
町民の皆様に直接関係の深い町立病院の法人化移行に関する議案が提案されたことに
より総務文教委員会・民生産業委員会合同で審査を行いました。

地
方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て

病
院
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に

関
す
る
条
例

４月１日より法人化される町立病院・老健施設



入
っ
て
い
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の

規
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
承
継

に
係
る
権
利
の
中
に
は
、
負

債
を
含
め
る
こ
と
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
こ
う
い
っ

た
議
案
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問　

負
債
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
返
済
し
て
い
く
の
か
。

負
債
の
返
済
計
画
は
。

町
立
病
院
事
務
局
長　

最
終

的
に
町
長
と
の
覚
書
の
締
結

に
な
り
ま
す
が
、
今
ま
で
病

院
事
業
債
や
過
疎
債
を
借
り

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
償
還
予
定
表
に
基
づ
き
、

病
院
か
ら
町
に
毎
年
同
額
を

償
還
す
る
と
い
う
計
画
で
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
を
設
立
し
て

も
、
病
院
事
業
は
公
共
団
体

で
す
の
で
、
今
後
も
普
通
交

付
税
が
下
り
て
き
ま
す
。

　

病
院
経
営
と
し
て
も
、
そ

れ
に
見
合
う
償
還
額
を
町
側

に
返
す
と
い
う
の
が
当
然
の

こ
と
で
す
の
で
、
覚
書
の
中

で
そ
こ
は
明
記
す
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

問　

町
立
病
院
が
法
人
化
さ

れ
た
場
合
、
入
院
さ
れ
て
い

る
方
の
料
金
精
算
等
は
、
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
。

病
院
事
務
局
長　

３
月
31
日

ま
で
の
入
院
等
に
つ
い
て
は

町
立
病
院
事
業
の
方
か
ら
の

請
求
に
な
り
ま
す
。

　

４
月
１
日
以
降
の
入
院
費

等
の
支
払
い
は
、
独
立
行
政

法
人
の
領
収
書
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
高
額
医

療
の
請
求
に
つ
い
て
も
、
支

障
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

今
回
の
中
期
目
標
の
期

間
は
、
平
成
29
年
３
月
末
ま

で
の
４
年
間
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
後
も
目
標
を
立
て

て
法
人
に
示
し
て
い
く
の

か
。

保
険
健
康
課
長　

中
期
目
標

は
４
年
毎
に
立
て
、
次
の
４

月
か
ら
ま
た
新
し
く
計
画
が

で
き
ま
す
。

　

中
期
目
標
は
評
価
委
員
会

の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
証

し
て
、
病
院
側
で
新
た
に
中

期
計
画
と
し
て
立
て
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

問　

法
人
は
、
中
期
目
標
を

指
針
に
し
て
中
期
計
画
を
立

て
る
の
だ
か
ら
、
早
め
に
目

標
を
立
て
る
べ
き
で
は
。

保
険
健
康
課
長　

中
期
計
画

が
速
や
か
に
立
て
ら
れ
る
よ

う
、
配
慮
し
て
中
期
目
標
を

立
て
て
い
き
ま
す
。

問　

耐
震
化
へ
の
取
り
組
み

で
、「
新
築
移
転
に
対
す
る

計
画
の
策
定
の
準
備
」
と
あ

り
ま
す
。
新
築
移
転
は
、
法

人
で
は
な
く
、
町
が
や
る
の

で
あ
れ
ば
、
ど
の
時
期
に
新

築
移
転
す
る
な
ど
、
町
が
具

体
的
に
考
え
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
の
で
は
。

町
立
病
院
事
務
局
長　

新
築

移
転
す
る
場
合
、
高
額
な
お

金
が
か
か
り
ま
す
。　

　

今
一
番
心
配
し
て
い
ま
す

耐
震
化
に
つ
い
て
は
、
東
日

本
大
震
災
で
、
多
く
の
病
院

が
倒
壊
し
た
こ
と
も
あ
り
、

厚
労
省
で
は
公
立
病
院
に
、

耐
震
化
で
補
助
す
る
と
い
う

話
も
出
て
い
ま
す
。
現
時
点

で
は
、
厚
労
省
の
耐
震
化
の

補
助
が
一
つ
の
目
安
に
な
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
新
築
移
転
し
て
も

借
金
を
返
す
の
は
病
院
で
す

の
で
、
経
営
を
考
え
な
が
ら

耐
震
化
に
向
け
て
行
き
た
い

と
い
う
の
が
病
院
側
の
考
え

で
す
。

問　

小
児
科
の
医
療
体
制
と

い
う
の
は
、
ま
ち
づ
く
り
に

お
い
て
非
常
に
ウ
エ
イ
ト
を

持
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
小

児
科
を
設
置
し
、
夜
間
対
応

で
き
る
よ
う
な
目
標
は
。

保
険
健
康
課
長　

小
児
科
の

診
療
を
行
う
た
め
に
は
、
専

門
知
識
を
有
す
る
医
師
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

24
時
間
の
小
児
科
医
の
医

師
が
必
要
に
な
り
、
最
低
で

も
３
名
は
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

全
国
的
に
小
児
科
医
が
不
足

し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
今

回
は
小
児
科
の
外
来
診
療
と

い
う
こ
と
で
止
め
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

問　

人
口
増
加
を
図
る
に
は

小
児
科
の
医
療
体
制
の
充
実

と
い
う
の
は
欠
か
せ
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
は
目
標
と
し
て
消

極
的
す
ぎ
な
い
か
。

町
立
病
院
事
務
局
長　

子
育

て
支
援
の
方
の
計
画
で
も
病

院
に
小
児
科
と
い
う
話
が
あ

り
ま
す
。

　

住
民
の
ニ
ー
ズ
も
十
分
病

院
側
も
分
か
っ
て
い
ま
す

が
、
今
の
外
来
で
も
小
児
科

医
が
集
ま
ら
な
い
状
況
で
、

小
児
科
設
置
を
中
期
目
標
で

上
げ
る
よ
り
先
ず
は
実
現
可

能
な
、
外
来
診
療
か
ら
と
考

え
て
い
ま
す
。
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地
方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て

病
院
中
期
目
標

病
院
事
業
の
設
置
に
関
す
る

条
例
等
を
廃
止
す
る
条
例
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委
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委
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藤
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委
　
　
員  

　
須
　
山
　
由
紀
生

議会を傍聴しませんか。
議会はだれでも傍聴できます。
受付は、当日に議会事務局で行いますので、
不明な点はお尋ねください。
■問い合わせ　議会事務局まで　
☎ 42 局 2111 番（内線 331）

次回は、３月議会です。
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今
十
二
月
定
例
会
は
、
体
調
不
良
で

入
院
さ
れ
て
い
た
柴
田
町
長
が
開
会
初

日
に
急
逝
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
一
般
質

問
の
開
会
前
に
黙
祷
を
さ
さ
げ
、
哀
悼

の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
一
般
質
問

は
議
員
各
自
の
判
断
で
自
粛
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
柴
田
町
長
の
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
鞍
手
町
に
は
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ

り
ま
す
が
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
発
電
所
が

三
月
に
完
成
す
る
予
定
な
ど
明
る
い
話

題
も
あ
り
ま
す
。

　
編
集
委
員
会
で
は
議
会
で
の
議
論
を

で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
わ
か
り
や
す
く
、

お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
が
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
、
素

晴
ら
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
祈
念

い
た
し
ま
す
。

（ 

岡
﨑
　
邦
博 

）

■
編 

集 

後 

記

表紙の紹介

　
新
年
に
あ
た
り
、
皆
様
方
に
は
輝
か

し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
二
年
に
な

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
被
災
さ
れ
ま
し
た

皆
さ
ま
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
一
日
も
早
い
復
興
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。
町
議
会
は
、
こ
の
よ

う
な
自
然
災
害
へ
の
備
え
も
含
め
、
町
民

の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
よ
り
豊
か
で
住
み
よ

い
町
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
創
意
工
夫
を
重

ね
な
が
ら
、
ま
た
議
会
の
使
命
で
あ
る
行

政
の
監
視
を
町
民
の
立
場
に
立
っ
て
行
っ

て
い
き
ま
す
。
ど
う
か
本
年
も
相
変
わ
ら

ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ　
　

鞍
手
町
議
会
議
長
　
川 

野 

高 

實

　年末恒例の「しめ縄作り」が１２月８日に博物館
で開催されました。今年は２５名の皆さんがベテラ
ンの講師・ボランティアさんと共に優雅な鶴の飾り
にチャレンジしました。初めての方や、小さな子ど
も連れの方もいらっしゃいましたが、ご覧のとおり
見事な出来栄えに満足の様子でした。( 博物館職員 )

お詫びと訂正

正　「乳幼児医療費は、現在対象は就学前までとなっており
自己負担額は無料となっていますが、５歳以上は認定の際に
所得制限（児童手当法に準拠）があります。」

誤　「乳幼児医療費は、現在対象は就学前までとなっていま
すが、認定の際に所得制限（児童手当法に準拠）があり、か
つ初診料などの自己負担額は定額を支払う必要があります。」

９月定例会号の条例の改正の中で、一部誤りがありまし
たので、お詫びして訂正いたします。（9 月定例会号３頁）

▼

※議会閉会日に撮影されたものです。


